
大切な家族を、災害から守るために。
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おうちの中のモンスター！
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ホームページにある
動画の内容を見てみよう!
ホームページにある
動画の内容を見てみよう!
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おうちの中のモンスター！

家の安全性を高める
３ステップ

①おうちの平面図を描いてみる
②危険な箇所・家具に
　×印をつける
③危険な箇所への
　安全対策を施す

家
族
み
ん
な
で

考
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う
！

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

大地震がくると暴れだす！？ あなたの家は本当に安全ですか？ 動画は
コチラから



実施期間：令和4年12月1日（木）～25日（日）
岡山県内においては中国銀行の本支店、JAの各支所、各市町村の赤十字窓口、
各赤十字施設等においてお受けしています。
赤十字が行う国際活動は皆さまからのご寄付によって支えられています。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
また、海外たすけあいキャンペーンサイトも
オープンしておりますので是非ご覧ください。 海外たすけあい 検 索

令和4年度秋号

TOPICS 1TOPICS 1

TOPICS 2

〒700-0823　岡山市北区丸の内二丁目7番20号
TEL 086-221-9595　https://www.jrc.or.jp/chapter/okayama/

災害に備えておうちの中の安全対策のススメ
災害時の、おうちの中の危険性を
マンガでわかりやすくお伝えしています。
ホームページを是非ご覧ください。

NHK海外たすけあいが始まります！

こちらから
アクセス!

遺贈とは 相続財産寄付とは

“自分が築いた財産を社会のために役立てたい”
“故人の遺産を社会に役立ててほしい”といった尊いお申し出が増えています

日本赤十字社では、遺贈（遺言による寄付）
相続財産寄付を承っています ※日本赤十字社への遺贈・相続財産寄付は、

　相続税がかかりません。

086-221-9595

詳しいパンフレットをお送りします
お問合せ・ご相談もこちらから

遺言によって財産の全部
または一部を団体などの第三者に
与えることを「遺贈」といいます。

相続により取得した財産の全部
または一部を寄付することを
「相続財産寄付」といいます。


